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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

を
踏
ま
え
、令
和
2
年
3
月
1
日
〜

令
和
3
年
2
月
28
日
に
有
効
期
間
が

満
了
す
る
受
給
者
証
の
有
効
期
間
を

1
年
間
延
長
し
ま
す
。今
回
に
限
り

更
新
申
請
と
診
断
書
の
提
出
は
不
要

で
す
。

対
象
の
受
給
者
証
　
特
定
医
療
費

（
指
定
難
病
）、小
児
慢
性
特
定
疾
病

医
療
費
、肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
、

肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促

進
事
業
、先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障

害
等
治
療
研
究
事
業
、ウ
イ
ル
ス
性

肝
炎
進
行
防
止
対
策
・
橋
本
病
重
症

患
者
対
策
医
療
給
付
事
業
、特
定
疾

患
治
療
研
究
事
業

※
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の
有
効

期
間
が
6
カ
月
の
受
給
者
証
は
延
長

期
間
も
6
カ
月
で
す

問
合
せ
　
江
別
保
健
所

1
0
1
1
・
3
8
3
・
2
1
1
1

同
石
狩
支
所
1
74
・
1
1
4
2

　
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
全
部
ま
た

は
一
部
が
免
除
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。ま
た
、免
除
の
承
認
を
受
け
た

方
が
将
来
受
け
取
る
年
金
額
を
増
額

す
る
た
め
に
、10
年
以
内
で
あ
れ
ば

免
除
さ
れ
た
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す（
追
納
制
度
）。た
だ
し
、

免
除
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年

度
か
ら
起
算
し
て
3
年
度
目
以
降
に

納
付
す
る
場
合
は
、経
過
期
間
に
応

じ
た
加
算
金
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

〇
6
月
分
ま
で
免
除
さ
れ
て
い
た
方

で
も
、一
部
の
方
を
除
き
7
月
以

降
に
再
度
申
請
が
必
要
で
す

〇
承
認
を
受
け
て
も
全
額
免
除
・
納

付
猶
予
以
外
の
方
は
減
額
さ
れ

た
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば

未
納
と
な
り
ま
す

〇
申
請
者
、配
偶
者
、世
帯
主
の
所
得

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す

〇
継
続
審
査
を
希
望
し
た
方
で
、婚

姻
・
離
婚
・
配
偶
者
の
死
亡
な
ど

が
あ
っ
た
場
合
は
、年
金
事
務
所

へ
届
け
出
が
必
要
で
す

免
除
対
象
期
間
　
申
請
月
の
2
年
1

カ
月
前
分
〜
翌
年
6
月
分（
申
請
月

が
1
月
〜
6
月
の
場
合
は
そ
の
年
の

6
月
分
）ま
で
の
保
険
料 

※
免
除
の

申
請
は
郵
送
可

問
合
せ
　
市
民
課
1
72
・
3
1
2
2

 

　
７
月
は「
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
」の
強
調
月
間
で
す
。犯
罪
や
非

行
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち

の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、犯

罪
の
な
い
地
域
社
会
を
目
指
す
全

国
的
な
運
動
で
、今
年
で
70
回
目
を

迎
え
ま
す
。

問
合
せ
　
石
狩
地
区
更
生
保
護
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
1
62
・
9
1
3
6

※
平
日
10
時
〜
16
時

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

指
定
難
病
な
ど
各
受
給
者
証
の

有
効
期
間
を
延
長
し
ま
す

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

全 額 免 除

3/4免除（1/4納付）
半 額 免 除
1/4免除（3/4納付）

定 額 納 付 の 場 合

納 付 猶 予
（50歳未満に限る）

納付額
（令和2年度の１カ月分）

年金額への
反映割合※

－

－

  4,140円
  8,270円
12,410円

16,540円

1/2

0

5/8
3/4
7/8

1

免除が承認されたときの納付額と年金額への反映割合

 ※定額の保険料を納付した場合を1とする

　7/1時点で住民基本台帳に記録されている全ての世帯主に
指定ごみ袋20ℓを20枚、郵送にて無償配布します。
※発送日までに転出した世帯除く
発送　7月中旬～
問ごみ・リサイクル課☎72・3126

指定ごみ袋の無償配布

　4/27時点で住民基本台帳に記録されている全ての世帯主
宛てに、特別定額給付金の申請書を送付しています（オンライ
ン申請をされた方除く）。届いていない場合はコールセンター
までお問い合わせください。
申請期限　8/21（金）
問石狩市特別定額給付金コールセンター☎72・3116

特別定額給付金（1人10万円）の申請

　次のいずれかに該当する世帯の方は、申請により保険税（料）
が減免になる場合があります。
※詳細は市ＨＰや保険料額決定通知書に同封したリーフレットをご確認ください
〇新型コロナウイルスにより、世帯の主たる生計維持者が死亡
　または重篤な傷病を負った方
〇新型コロナウイルスの影響により、世帯の主たる生計維持者の
　収入が前年に比べて10分の3以上減少する見込みである方
問国民健康保険…国民健康保険課☎72・3123
　後期高齢者医療…国民健康保険課☎72・3125
　介　護　保　険…高齢者支援課☎72・6121

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・
介護保険料の減免

　次の要件を全て満たす方に、申請により傷病手当金を支給し
ます。
※詳細は市ＨＰや保険料額決定通知書に同封したリーフレットをご確認ください
〇他人に雇用されている方
〇新型コロナウイルスに感染または感染が疑われ、療養のため
　仕事を休んだ方
〇仕事を休み始めてからの期間が4日以上に及び、給与が支払
　われなかった方
問国民健康保険…国民健康保険課☎72・3633
　後期高齢者医療…国民健康保険課☎72・3125

新型コロナウイルスに係る傷病手当金

新型コロナウイルス緊急支援対策

協力雇用主を

募集していマス！

→22ページ
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市の相談窓口

その他の相談窓口

人権相談
21（火） 13時30分～16時（受付15時30分まで） 
りんくる
広聴・市民生活課 ☎72・3191

消費生活相談
平日 10時～16時
石狩市消費生活センター（市役所1階） ☎75・2282

こども・ひとり親相談
平日 9時～16時　子ども相談センター ☎72・3195

特別支援･不登校相談
平日 9時～15時45分（金曜は14時45分まで）
教育支援センター ☎76･8000

65歳以上の高齢者の相談窓口
各地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。
平日 9時～17時
花川南・花川・樽川地区 ☎73・2221
上記以外の石狩地区 ☎75・6100
厚田区 ☎78・1030
浜益区 ☎79・5111

行政相談
16（木） 13時30分～16時 　市役所1階 
広聴・市民生活課 ☎72・3191

弁護士無料法律相談
1（水）･15（水） 13時30分～15時30分   
※相談日前日までに電話申込、各4組（申込順） 
広聴・市民生活課 ☎72･3191

家庭生活相談と女性相談
7（火）・14（火）･21（火） 10時～15時　市役所1階
16（木） 10時～15時　花川南コミセン
28（火） 13時～16時　市役所1階
北海道家庭生活カウンセラークラブ石狩地区
広聴・市民生活課 ☎72・3227

ジョブガイドいしかり
平日 9時30分～17時
就業アドバイザーによる相談は（昼休み除く）
月・水・金曜 9時30分～15時30分（受付15時まで）
ジョブガイドいしかり（市役所２階） ☎75・8609

ひきこもりや不登校などに関する相談
平日 10時～19時
ひきこもりサポートセンター ☎77・5763

労働相談所  ※要申込
平日 10時～16時
連合北海道石狩地区連合
いしかり労働相談センター ☎60・4704

年金相談  ※窓口相談のみ
平日 8時30分～17時15分
毎月第2土曜 9時30分～16時
街角の年金相談センター麻生 ☎0570・05・4890（予約専用）

山菜採りに伴う事故が増えています。入山する際は、行き先、帰宅時間などを家族に伝えるとともに、単独での入山はやめましょう。目立つ服装
で、携帯電話や非常食を持ちましょう。（危機対策課☎72･3190）

【
市
営
住
宅（
政
策
空
家
４
団
地
）の

廃
止
に
つ
い
て
】

意
見
の
募
集
期
間
　
4
月
30
日
〜
　

5
月
30
日

意
見
の
提
出
状
況
　
提
出
者
0
人

問
合
せ
　
建
築
住
宅
課

1
72
・
3
1
4
4

　（
仮
称
）石
狩
湾
洋
上
風
力
発
電
事

業
計
画
段
階
環
境
配
慮
書
の
縦
覧
を

行
い
ま
す
。配
慮
書
に
対
す
る
環
境

保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
提
出
で

き
ま
す
。 

※
計
画
段
階
環
境
配
慮
書
と
は
事
業

者
が
、事
業
の
位
置
や
規
模
な
ど
を

検
討
す
る
段
階
で
、環
境
保
全
の
た

め
に
適
正
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
項
を
検
討
し
、結
果
を
ま

と
め
た
図
書
の
こ
と

縦
覧
日
時
　
6
日
（月）
〜
8
月
6
日
（木）

9
時
〜
17
時 

※
平
日
の
み
。図
書
館

は
休
館
日
除
く

縦
覧
場
所
　
環
境
保
全
課（
市
役
所

3
階
）、厚
田
支
所
市
民
福
祉
課（
厚

田
45
・
5
）、浜
益
支
所
市
民
福
祉
課

（
浜
益
2
・
3
）、市
民
図
書
館（
花
川

北
7
・
1
）

問
合
せ
　
シ
ー
ア
イ
北
海
道
合
同
会
社

1
0
8
0
・
7
3
9
0
・
1
2
1
5

　（
仮
称
）石
狩
湾
新
港
洋
上
風
力
発

電
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
書
の

縦
覧
と
事
業
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

※
環
境
影
響
評
価
書
と
は
事
業
が
環

境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、事
業

者
自
ら
が
調
査
・
予
測
・
評
価
を
実
施

し
、環
境
保
全
に
関
す
る
考
え
方
を

ま
と
め
た
図
書
の
こ
と

【
縦
覧
】

日
時
　
1
日
（水）
〜
31
日
（金）
9
時
〜
17
時

※
平
日
の
み
。図
書
館
は
休
館
日
除
く

場
所
　
環
境
保
全
課（
市
役
所
3
階
）、

市
民
図
書
館（
花
川
北
7
・
1
）

【
説
明
会
】

日
時
　
①
18
日
（土）
②
19
日
（日） 

15
時
〜
18
時

場
所
　
①
花
川
南
コ
ミ
セ
ン（
花
川
南

6
・
5
）

②
花
川
北
コ
ミ
セ
ン（
花
川
北
3
・
2
）

問
合
せ
　
合
同
会
社
グ
リ
ー
ン
パ
ワ
ー

石
狩
1
03・4
5
1
0・2
1
0
0

　
戦
没
者
遺
児
が
親
族
の
戦
没
地
な

ど
を
訪
れ
、慰
霊
追
悼
を
行
い
、地
域

の
方
と
友
好
親
善
を
深
め
ま
す
。

費
用
　
10
万
円（
集
合
場
所
ま
で
の

往
復
交
通
費
は
自
己
負
担
）

申
込・問
合
せ
　（
一
財
）日
本
遺
族
会

事
務
局

1
03
・
3
2
6
1
・
5
5
2
1

　「
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
」の
収

益
配
分
金
は
、市
町
村
が
行
う
公
共

事
業
に
対
す
る
貸
付
原
資
と
な
っ
て

い
る
ほ
か
、市
町
村
の
振
興
事
業
に

幅
広
く
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
合
せ
　
財
政
課
1
72
・
3
1
5
4

　
道
の
業
務
や
制
度
を
審
査
す
る

「
北
海
道
苦
情
審
査
委
員
」制
度
で

は
、皆
さ
ん
に
代
わ
り
苦
情
審
査
委

員
が
道
の
関
係
機
関
に
対
し
、調
査

な
ど
を
行
い
ま
す
。個
人
情
報
の
保

護
に
も
配
慮
し
ま
す
。

問
合
せ
　
道
政
相
談
セ
ン
タ
ー

1
0
1
1
・
2
0
4
・
5
5
2
3

5
0
1
1
・
2
4
1
・
8
1
8
1

kujyou.koueki@
pref.hokkaido.

lg.jp

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果

計
画
段
階
環
境
配
慮
書
の
縦
覧

環
境
影
響
評
価
書
の
縦
覧
と

事
業
説
明
会

宝
く
じ
の
収
益
配
分
金

戦
没
者
遺
児
に
よ
る

慰
霊
友
好
親
善
事
業

北
海
道
苦
情
審
査
委
員
制
度




